
募集要項 

 

非常勤講師等の勤務条件に関する事項 

 

１ 職名     技能業務員  田中 峰孝  

 

２ 任用期間   令和８年４月 １日から 

         令和９年３月３１日まで 

 

３ 任用期間の更新の有無に関する事項 

（１）更新の有無     更新する場合があり得る 

（２）更新の判断基準   勤務成績、態度、能力、予算の措置状況により判断する 

 

４ 公募によらず再度の任用を行うことに関する事項 

（１）公募によらず再度の任用を行うことの有無 

再度の任用を行うことがあり得る 

（２）公募によらず再度の任用を行うことの判断基準 

勤務成績、態度、能力、予算の措置状況により判断する 

 

５ 勤務場所   青森県立森田養護学校 

 

６ 勤務内容 

  別に交付する書面に記載するとおり 

 

７ 勤務時間等に関する事項 

（１）勤務日（週休日）   日曜日、土曜日、祝日を除く日 

（２）勤務時間及び休憩時間 ８時１５分～１４時４８分（休憩時間４５分含む） 

              ※週２９時間で校長が定める 

（３）時間外勤務の有無   無 

（４）休暇 

   別に交付する書面に記載するとおり 

 

８ 給与に関する事項 

（１）基本報酬等    月額１５３，４１０円 

（２）その他の報酬等  青森県立学校非常勤講師等設置要綱の規定による 

（３）報酬等の締切日  毎月末日 

（４）報酬等の支払日  毎月２１日 

（土、日、休日の場合はその日前において、その日に最も近い土、日、休日でない日） 

（５）支払方法   本人名義の口座振込 

（６）昇給       制度無し 

 



（７）期末手当   制度 有 

※ 任用期間が６か月以上（任期の更新により任用期間が６か月以上とな

ることが見込まれる場合を含む。）であって、１週間当たりの勤務時間

が１５時間３０分以上である場合には、期末手当を支給する。 

  その他は青森県立学校非常勤講師等設置要綱の規定による 

（８）勤勉手当   制度 有 

※ 任用期間が６か月以上（任期の更新により任用期間が６か月以上とな

ることが見込まれる場合を含む。）であって、１週間当たりの勤務時間

が１５時間３０分以上である場合には、勤勉手当を支給する。 

  その他は青森県立学校非常勤講師等設置要綱の規定による 

（９）退職手当 制度無し 

※ 費用の弁償  青森県立学校非常勤講師等設置要綱の規定による 

 

９ 服務に関する事項 

  別に交付する書面に記載するとおり 

 

１０ 退職に関する事項 

（１）２及び３の任用期間の満了に伴い退職となる。 

（２）免職事由及び手続 

① 地方公務員法第２８条及び職員の分限に関する条例（昭和２６年１２月青森県条例

第９８号）の規定による 

② 地方公務員法第２９条の規定による 


